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12月
協会けんぽ以外の健康保険組合等にご加入の事業所様は健康保険組合等にお問い合わせください。

℡043-308-0525

－ 加入者・事業主の皆さまへ －

お問い合わせ先 協会けんぽ千葉支部　保健グループ

令和２年度の生活習慣病予防健診受診分より
協会けんぽへの申込みが不要に！

申込書廃止及び情報提供サービス
について詳しくはこちら
協会けんぽトップページ  >  健診・保健指導のご案内 > 申込書廃止について

事業主の皆さまへ

※ 受診日の2週間前までに
    提出をお願いしています。

 令和2年3月31日受診分まで

申込書の廃止に伴い、令和２年２月下旬（予定）より、情報提供サービスの機能が一部変更となります。

情報提供サービス（事業主様向け）のお知らせ

現在、生活習慣病予防健診を受診にするにあたっては、加入者（被保険者）・事業主様から協会けんぽへ申込書のご提出を頂い
ておりますが、皆さまの事務の負担軽減のため、令和２年４月１日受診分より協会けんぽへの申込み手続きを廃止することと
いたしました。情報提供サービスを利用した申込み手続きも同様に不要となります。
なお、健診機関への予約は現行どおり必要ですのでご注意ください。

重要

 令和2年3月31日受診分まで
現行

健診受診

令和元年度受診分

 令和2年4月1日受診分より 令和2年4月1日受診分より
新 令和2年度受診分

協会けんぽから申込書が届く 協会けんぽから対象者一覧が届く

健診機関へ予約

協会けんぽへ申込書を提出

健診機関へ予約

健診受診

協会けんぽに
申込み不要！



℡043-308-0521（代表）

退職後、任意継続へのご加入を検討されている方へ

令和元年台風15号及び19号により被害を受けられた皆さまへ

協会けんぽの船橋・市川年金事務所出張窓口（1月の開設日）

日 月 火 水 木 金 土
令和2年1月 令和2年1月

～退職日の確認ができる書類を添付していただくと、健康保険証を早く発行できます～

※AM12:00～PM1:00は不在となります。

※松戸年金事務所出張窓口は、月曜日から金曜日（祝日・年末年始〈12/28～1/5まで〉を除く）まで開設しております。

このたびの令和元年台風15号及び19号により被害を受
けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。協会け
んぽでは、今回の台風により甚大な被害を受けられた加
入者の方々に対して医療機関等の窓口における一部負担
金の支払いの免除・還付等を行っております。

これまで任意継続の健康保険証の発行は、日本年金機構から資格喪失データの提供を受けてからの発行（受付から２～３週間程度）でしたが、
令和元年10月以降は退職日の確認ができる書類を添付していただくと健康保険証の早期発行（受付から１週間程度）が可能となりました。

年末年始は書類の提出が集中するため、通常よりも審査に時間がかかる場合がございます。
お早めにお手続きをお願いいたします。
※年金事務所出張窓口も同様となります。ご注意ください。

上記の書類が添付できない場合は、「健康保険資格喪失証明書」を事業主様に記入していただき、添付することも可能です。

※扶養家族がいる場合の添付書類は従来どおりです。詳細は任意継続被保険者資格取得申出書の記入の手引きまたはホームページをご覧ください。

健康保険資格喪失証明書
フォーマットはこちら

対象となる市町村や、
免除となる条件等に
ついてはこちら

事業主様が証明した
退職証明書の写し

雇用保険
被保険者離職票の写し

健康保険・厚生年金保険
被保険者資格喪失届の写し
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日 月 火 水 木 金 土
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退職日の確認ができる書類の例

など

年末年始の
ご案内

年末：12月27日（金）まで 年始：1月6日（月）から

令和元年10月12日～
令和2年1月31日

★事業主様または公的機関の証明印が必要です。

免除・還付対象期間


